
☆要  項☆ 

・曜  日 土曜日 

・チーム練習時間 

1～4 年生 12：00～14：00 

5・6 年生 14：15～16：45 

・個人技特別レッスン時間 

      5・6 年生 12：00～14：00  

1～4 年生 14：15～16：00 

・会  場 西川端小学校校庭他  

(使用できない場合は変更有) 

・定  員 各学年 16 名 
 

☆カリキュラム☆ 

・ドリブル／パス等の基本技術や体力づくり／ト
ラップ 

・対人プレー等の実践プレー／ミニゲーム  
・その他 

夏・冬の合宿／練習試合／西尾張地区の大会／海
部地区の大会 

申し込み受付電話番号：052-937-3745  

＊定員になり次第締め切ります。 
 

申込方法 ①お電話または HPお問い合わせフォームよりお申込みください。  

②申込書に必要事項を記入し、FAXをお願いいたします。 

(㊟コンビニ等からも FAX送信できます) 
 

＊平日 9～15時以外は留守電対応となり、吹き込み順の受付となります。必ず希望教室名・

お名前・電話番号をお話ください。 

＊入会が決まった方には教室開始日迄に、担当指導員よりご挨拶を兼ね詳細等を直接連絡

させていただきます。 

お問い合わせ・お申し込み 

〒461-0022 名古屋市東区東大曽根町 29-11 共栄ビル 201 

有限会社 ライフタイムスポーツデザイン研究所内 

    ジュネススポーツ倶楽部 
TEL:052-937-3745 

FAX:052-937-8992 

e-mail：aaq27230@hkg.odn.ne.jp 

U R L；https://ltsdl-jsc.com  

ﾗｲﾌﾀｲﾑ HP→     ｼﾞｭﾈｽ SC お知らせ→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～申込書について～ 

※太字の箇所は必ずご記入ください。 

 

 

ジュネス SC 入会申込書                                 2024 

フリガナ 

氏  名 

 性 別 学 年 生年月日(西暦) 

 
男・女    年生 ２０   年   月   日生 

住  所 

 

電話番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

〒     ― 

 

携  帯：(      )       ― 

e-mail： 

当倶楽部に在籍されていた 

兄弟姉妹のお名前：       ・20   年頃退会 

登録口座の使用について 

同じ口座を使用する【   】・変更予定【   】 

(西暦)２０   年   月   日 上記の通り申し込みます。 

 ※必須 □にチェックを入れてください。 ✓欄 

裏面にある貴倶楽部の規約を了承します。      保護者氏名                印   

教材について 

※ご希望の方は〇印をご記入お願い致します。 

ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ 

(４号人工皮革) 

4,000 円 

白×黒  【  】 

白×赤  【  】 

白×青  【  】 

白×緑  【  】 

黄×青  【  】 

蛍光ｵﾚﾝｼﾞ 【  】 

ﾗｲﾄｲｴﾛｰ  【  】 

無料体験について 

・無料体験できるのは１回のみです。 

・体験されても入会の義務はありません。 

※無料体験につきましては傷害保険の適応ができませんので、

予めご了承ください。 

(FAX の際は切り取らずこのまま送信してください)       キ       リ      ト      リ 

★小学生サッカー★ 

 

□対  象 小学１年生～６年生 

＊当倶楽部の規約にご了承いただける方(裏面参照) 

 

■費  用■ 

・入 会 金  4,500 円 ※兄弟割引(半額)有 

・年間保険料  2,200 円 ※(2024 年度間有効) 

・月 会 費  6,000 円 

・選手登録費  2,500 円 ※３年生以上 

・ボ ー ル  4,000 円  

(お手持ちのボールがあればそちらで構いません) 

※ご希望の方は下記の申込書にて色を決めて下さい。 

 

・ユニホーム １セット 13,500 円～ 注文書は別途 

 ※(４年生以上は２セット) 

  

tel:052-937-3745
mailto:aaq27230@hkg.odn.ne.jp
https://ltsdl-jsc.com/


 ◆規  約                                                            

第 1条（名称・所在地） 本倶楽部は、有限会社ライフタイムスポーツデザイン研究所傘下の「ジュネススポーツ倶楽部」と称し、名古屋市東区東大曽根町 29 番 11 号に事務所を置きます。 

第 2条（目  的） 本倶楽部は、主として自発的なスポーツ活動を通して、スポーツの技能技術を高め、日常生活の中でスポーツを楽しみ、会員の健康・体力の維持、増進と相互の親睦を図

り、明るく豊かな生活の実現に資するとともに、地域スポーツの普及振興に寄与することを目的とします。 

第 3条（事  業） 本倶楽部は、定期的にスポーツ活動を行い体育の基本的な技能技術の指導を行うとともに、研究会や講習会、また各種のスポーツ、レクリエーションの行事の開催、各記録会

や競技会への参加など、本倶楽部の目的達成のために必要な事業を行います。 

第 4条（事業年度） 本倶楽部の年度は、毎年 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わります。 

第 5条（入会資格） 本倶楽部の入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。 

           ① 各教室において別途定める資格を満たすこと。 

           ② 本俱楽部の定めるカリキュラムに堪え得る健康状態であることを、本俱楽部に申告すること。 

           ③ 本規約に了承いただくこと。   

第 6条（入会・継続手続） 本倶楽部に入会・継続するためには、所定の申込方法により手続きを行い、本俱楽部が認めた場合に会員となります。尚、審査の内容は開示されません。 

第 7条（個人情報保護） 本倶楽部の保有する会員の個人情報は、本倶楽部の運営目的※以外に利用したり、同意なく第三者に情報を提供することはありません。 

            ※指定金融機関へのデータ提出・保険関係への書類提出・グラウンド確保または使用時・その他施設等への名簿提出・当社に関するお問い合わせ等への対応 

第 8条（諸 費 用） 

① 各教室ごとの月会費を含む諸費用（以下「諸費用」という）は別に定めます。 

② 月会費は、隔月（偶数月）10 日に所定の方法により納入するものとします。 

③ 納入された諸費用は法令の定め、または本俱楽部が認める理由がある場合を除き返還は致しません。 

第 9条（保 険 料） 会員は、入会の月日に関わりなく保険料は各教室規定額を納め、効力はその該当年度内とします。 

第 10条（指導日時と開催回数） 会員は、定められた曜日、時間に指導を受けることができます。また、年間の開催回数は 38 回を下らないこととします。※教室により変わる 

第 11条（指導内容） 本倶楽部の定めるカリキュラムに基づき、年齢、技能技術、各クラスなどに応じて指導内容を定め指導します。 

第 12条（休会と退会） 会員は、休会又は退会をしようとする場合には、別に定める休会・退会届に必要事項を記入し、前月末日までに提出するものとします。但し、休会の場合は別途休会費が

必要です。 

① 休会届の有効期限は 1 ヶ月以内とします。但し、1 ヶ月を超える場合は変更しなければなりません。 

② 届け出がなく、2 ヶ月以上休んだときには退会したものとします。 

第 13条（会 員 証） 会員には、会員証およびスポーツ手帳を発行します。但し、一部の教室を除きます。 

第 14条（教室の中止） 本俱楽部は、次の各号のいずれかにより教室を開催することが困難またはすべきでないと判断するときは、中止することができます。その場合は法令の定め、または本俱

楽部が認める理由がある場合を除き、諸費用の支払い義務が軽減され、または免除されることはありません。 

           ① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったとき、またはその恐れがあるとき。 

② 社会情勢の著しい変化があったとき、またはその恐れがあるとき。 

             ③ その他、本俱楽部が教室開催することが困難または開催すべきでない事情が生じたとき、またはその恐れがあるとき。 

第 15条（厳守事項） 会員は、次の事項全てを守らなければなりません。 

            ① 会場内では指導員の指示に従い、ルールを守りマナーを良くすること。 

            ② 秩序とチームワークを守り、本倶楽部の目的に沿うよう努力すること。 

③ 本俱楽部の合理的な指示･指導に従うこと｡ 

第 16条（会員資格の喪失） 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を失います。 

① 本規約違反  ② 退会  ③ 除名  ④ 死亡    ⑤ 本倶楽部の解散 

第 17条（責任事項） 本倶楽部は、次の事項について責任を負います。 

            ① 会場内で発生した盗難、負傷などについて本倶楽部は一切責任を負いません。但し、本倶楽部側に責任があると認められた場合は、損害賠償の責を保険内において負

うこととします。 

             ② 入会するとき又は利用するときは、本人及び保護者が健康管理に責任を持つこととし、持病や指導中での病気などに対して本倶楽部は一切責任を負わないこととしま

す。 

第 18条（改  正） 本規約の改正、変更は、本倶楽部が定めるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。 

第 19条（発  効） この規約は、2024 年 1 月 1 日より発効します。 


